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付議 1－1 



付議1－2



 

 
 

付議 1－3 

尾張都市計画下水道の変更（春日井市決定） 

 

 

都市計画春日井公共下水道「2. 排水区域」、「3. 下水管渠」及び「4. その他の施

設」を次のように変更し、同公共下水道「3. 下水管渠」に南部汚水22号幹線を次の

ように追加し、同公共下水道「4. その他の施設」中の南部中継ポンプ場を廃止する。 

 

1.下水道の名称 

   春日井公共下水道 

 

2.排水区域 

   「排水区域は総括図表示のとおり」 

（（備考） 雨水 4,403ha 汚水 4,403ha） 

 

 

3.下水管渠 

 

（1）雨水管渠 

 

 

内  訳 
位       置 

備 考 
起  点 終  点 

南部ポンプ場放流 

幹線 

春日井市松河戸町

字堤外 

春日井市松河戸町 

1丁目 
 

「区域は計画図表示のとおり」 

 

 

（2）汚水管渠 

 

 

内  訳 
位       置 

備 考 
起  点 終  点 

南部汚水1号幹線 
春日井市松河戸町 

1丁目 

春日井市若草通 

3丁目 
 

南部汚水放流幹線 
春日井市松河戸町 

1丁目 

春日井市松河戸町 

1丁目 
 

南部汚水22号幹線 
春日井市小野町 

5丁目 

春日井市気噴町 

1丁目 
 

「区域は計画図表示のとおり」 

 

 

 



 

 
 

付議 1－4 

4.その他の施設 

 

内訳 位置 備考 

大留ポンプ場 春日井市大留町5丁目地内  

勝西ポンプ場 春日井市御幸町1丁目地内  

南部ポンプ場 春日井市松河戸町1丁目  

熊野桜佐ポンプ場 春日井市桜佐町字下五反田地内  

第1中継ポンプ場 春日井市気噴町北2丁目地内  

第2中継ポンプ場 春日井市玉野町字飼野地内  

第3中継ポンプ場 春日井市高蔵寺町5丁目地内  

高蔵寺浄化センター 春日井市気噴町6丁目地内  

勝西浄化センター 春日井市御幸町1丁目及び2丁目地内  

南部浄化センター 春日井市松河戸町1丁目  

下水汚泥処理センター 春日井市神屋町字引沢地内  

松河戸調整池 春日井市松河戸町1丁目  

大手小学校調整池 春日井市大手町3丁目地内  

地蔵ヶ池公園調整池 春日井市勝川町1丁目地内  

「区域は計画図表示のとおり」 

 

 

理由 

 

（１） 排水区域 

春日井市下水道基本計画の見直しに伴い、土地利用の状況および土地利用が

見込まれない地域である排水区域の一部を削除する。 

（２） 下水管渠 

春日井市下水道基本計画の見直しに伴い、終末処理場の統廃合を行うための

南部汚水 22 号幹線を新たに追加する。 

土地区画整理事業の完了に伴い、南部ポンプ場放流幹線（終点）、南部汚水 1

号幹線（起点）、南部汚水放流幹線の位置（所在地のみ）を変更する。 

（３） その他の施設 

春日井市下水道基本計画の見直しに伴い、南部汚水 22 号幹線を追加するた

め、南部中継ポンプ場を廃止する。 

土地区画整理事業の完了に伴い、南部浄化センター、南部ポンプ場、松河戸

調整池の位置（所在地のみ）を変更する。 

熊野桜佐雨水ポンプ場の名称を変更する。 

 

 



 

 
 

付議 1－5 

 理 由 書 

 

 

本市の公共下水道は「春日井市第六次総合計画」を上位計画として昭和39年に着手

後、鋭意その整備を進め、公共用水域の水質保全、公衆衛生の向上及び雨水排除に努

めてきたところである。 

 

今回、排水区域は春日井市下水道基本計画の見直しに伴い、土地利用の状況および

土地利用が見込まれない地域である排水区域の一部を削除する。 

下水管渠は春日井市下水道基本計画の見直しに伴い、終末処理場の統廃合を行うた

めの南部汚水22号幹線を新たに追加する。また、土地区画整理事業の完了に伴い、南

部ポンプ場放流幹線（終点）、南部汚水1号幹線（起点）、南部汚水放流幹線の位置（所

在地のみ）を変更する。 

その他の施設は、春日井市下水道基本計画の見直しに伴い、南部汚水22号幹線を追

加するため、南部中継ポンプ場を廃止する。なお、土地区画整理事業の完了に伴い、

南部浄化センター、南部ポンプ場、松河戸調整池の位置（所在地のみ）を変更する。

また、熊野桜佐雨水ポンプ場の名称を変更する。 

 

以上の変更により、都市の健全な発展に寄与するものである。 



 
 

新 旧 対 照 表 

新 旧 

 

尾張都市計画下水道の変更（春日井市決定） 

 

都市計画春日井公共下水道を次のように変更する。 

 

1．下水道の名称  春日井公共下水道 

2．排水区域 

   「排水区域は総括図表示のとおり」 

（「備考」雨水 4,403ha 汚水 4,403ha） 

3．下水管渠 

 (1)雨水管渠 

名  称 
位        置 

備  考 
起 点 終 点 

南部ポンプ場放流

幹線 

春日井市松河戸町字

堤外 

春日井市松河戸町 

1 丁目 
終点変更 

     

「区域は計画図表示のとおり」 

 

 (2)汚水管渠 

名  称 
位        置 

備  考 
起 点 終 点 

南部汚水１号幹線 
春日井市松河戸町 

1 丁目 

春日井市若草通 

3 丁目 
起点変更 

南部汚水放流幹線 
春日井市松河戸町 

1 丁目 

春日井市松河戸町 

1 丁目 

起点終点

変更 

南部汚水 22 号幹線 
春日井市小野町 

5 丁目 

春日井市気噴町 

1 丁目 
新規 

 

  「区域は計画図表示のとおり」 

 

 

尾張都市計画下水道の変更（春日井市決定） 

 

都市計画春日井公共下水道を次のように変更する。 

 

1．下水道の名称  春日井公共下水道 

2．排水区域 

   「排水区域は総括図表示のとおり」 

（「備考」雨水 4,602ha 汚水 4,602ha） 

3．下水管渠 

 (1)雨水管渠 

名  称 
位        置 

備  考 
起 点 終 点 

南部ポンプ場放流

幹線 

春日井市松河戸町字

堤外 

春日井市松河戸町字

堤越 
 

     

「区域は計画図表示のとおり」 

 

 (2)汚水管渠 

名  称 
位        置 

備  考 
起 点 終 点 

南部汚水１号幹線 
春日井市松河戸町字

堤越 

春日井市若草通 

3 丁目 
 

南部汚水放流幹線 
春日井市松河戸町字

堤越 

春日井市松河戸町字

堤越 
 

 

  「区域は計画図表示のとおり」 

 

 

 

 

 

① 

③ 

① 
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新 旧 

4.その他の施設 

   

名   称 位    置 備  考 

大留ポンプ場 春日井市大留町 5 丁目地内  

勝西ポンプ場 春日井市御幸町 1 丁目地内  

南部ポンプ場 春日井市松河戸町 1 丁目地内 位置変更 

熊野桜佐ポンプ場 春日井市桜佐町字下五反田地内 名称変更 

第 1 中継ポンプ場 春日井市気噴町北 2 丁目地内  

第 2 中継ポンプ場 春日井市玉野町字飼野地内  

第 3 中継ポンプ場 春日井市高蔵寺町 5 丁目地内  

高蔵寺浄化センター 春日井市気噴町 6 丁目地内  

勝西浄化センター 春日井市御幸町 1 丁目及び 2 丁目地内  

南部浄化センター 春日井市松河戸町 1 丁目地内 位置変更 

下水汚泥処理センター 春日井市神屋町字引沢地内  

松河戸調整池 春日井市松河戸町 1 丁目地内 位置変更 

大手小学校調整池 春日井市大手町 3 丁目地内  

地蔵ヶ池公園調整池 春日井市勝川町 1 丁目地内  

 

「区域は計画図表示のとおり」 

4.その他の施設 

   

名   称 位    置 備  考 

大留ポンプ場 春日井市大留町 5 丁目地内  

勝西ポンプ場 春日井市御幸町 1 丁目地内  

南部ポンプ場 春日井市松河戸町字堤越地内  

熊野桜佐雨水ポンプ場 春日井市桜佐町字下五反田地内  

第 1 中継ポンプ場 春日井市気噴町北 2 丁目地内  

第 2 中継ポンプ場 春日井市玉野町字飼野地内  

第 3 中継ポンプ場 春日井市高蔵寺町 5 丁目地内  

南部中継ポンプ場 春日井市桜佐町字下五反田地内 削除 

高蔵寺浄化センター 春日井市気噴町 6 丁目地内  

勝西浄化センター 春日井市御幸町 1 丁目及び 2 丁目地内  

南部浄化センター 春日井市松河戸町字堤越及び段下地内  

下水汚泥処理センター 春日井市神屋町字引沢地内  

松河戸調整池 春日井市松河戸町字堤越地内  

大手小学校調整池 春日井市大手町 3 丁目地内  

地蔵ヶ池公園調整池 春日井市勝川町 1 丁目地内  

 

「区域は計画図表示のとおり」 

 

 

 

 

 

② 

④ 

② 
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付議 1－14 


